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１．はじめに

和歌山市
Wakayama Cityはじめに

本説明会は、都市計画法第１６条第１項の趣旨に基づき、第一種市街地再開発
事業等に関する都市計画の案について、地域の皆様のご意見をお伺いするために
開催するものです。
本日は、事業の詳細や個別の内容についてご説明するものではなく、都市計画

として位置付ける内容を中心にご説明します。

【都市計画法】
第十六条 都道府県又は市町村は、次項の規定による場合を除くほか、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めると

きは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
２ 都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提出方法その他の政令で定める事項について条例で定めるところにより、その案に係る区域

内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者の意見を求めて作成するものとする。
３ 市町村は、前項の条例において、住民又は利害関係人から地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容と

なるべき事項を申し出る方法を定めることができる。
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１．はじめに

和歌山市
Wakayama City都市計画について①

都市計画

都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業
に関する計画を定めるものです。

■都市計画とは

土地利用

都市施設

市街地開発

区域区分

地域地区 用途地域（第１種住居地域・商業地域など）

高度利用地区

防火地域・準防火地域など

道路・公園・下水道など

市街地再開発事業

土地区画整理事業など

【都市計画の体系(一部)】

本日は、市街地再開事業及び高度利用地区の都市計画案について、ご説明いたします。

市街化区域・市街化調整区域
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１．はじめに

和歌山市
Wakayama City都市計画について②

出典：国土交通省HP 都市計画制度の概要 都市計画法制を参考に作成

市街化区域

市街化調整区域

都市計画区域

工業地域

準工業地域

鉄道

道路

土地区画整理事業

市街地再開発事業

都市計画区域

商業地域

高度利用地区第一種低層住居専用地域

公園

区域区分

地域地区
【例：用途地域等】

都市施設
市街地開発事業

都市全体の
計画の見取り図
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１．はじめに

和歌山市
Wakayama City上位計画について

上位計画

＜立地適正化計画＞
都市再生特別措置法第81条に基づき策定され、都

市計画法を中心とした従来の土地利用の計画に加え
て、居住や都市機能の誘導によりコンパクト・プラ
ス・ネットワークの形成に向けた取組を推進しよう
とする計画です。
まちづくりの方針を「若者から選ばれるまちづく

りによる都市活力の向上」とし、”選ばれる”まち
の機能を強化し、まちの賑わいの創出、地域住民や
来訪者の交流を活発にし、都市活力の向上を目指し
ます。

＜都市計画マスタープラン＞
和歌山市都市計画マスタープランは、都市計画法

第18条の2に規定する「市町村の都市計画に関する
基本方針」です。
全体構想では、７項目の基本目標を基に、まちづ

くりを進めています。地域別構想では、市内を７地
域に割り、地域ごとに地域の将来像とまちづくりの
テーマを掲げ、特色あるまちづくりを進めています。

《基本目標》
① 中核都市として多様な機能と魅力を

持つまちづくり
② 多様な拠点が共に高め合うまちづく

り
③ 交通ネットワークの充実による連携

のまちづくり
④ 誰もが安心、安全で快適に住み続け

られるまちづくり
⑤ 自然や歴史文化を活かした観光と交

流のまちづくり
⑥ 環境に配慮し、次世代に継承するま

ちづくり
⑦ 市民や多様な主体の連携で行うまち

づくり
地域割り図
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１．はじめに

和歌山市
Wakayama City上位計画の位置づけ

和歌山市都市計画マスタープラン【中心部地域】

中心市街地では、今後も商業・業務の中心地としてまちに賑わいをもたせるために、官民それぞれの役
割分担によるソフト施策を含めた事業を行います。また、高次の業務・産業機能を維持・充実し、先端産
業の集積を図り、県都として活力あるまちを維持します。
更に、民間による再開発や公共施設の再配置とともに、中心市街地における大学誘致を進めることで、

まちなかの魅力向上と都心の再生を図ります。
中心拠点における高度な都市機能の集積、土地の高度利用とあわせ、まちなか居住を推進することなど

により、定住人口の増加を促し、よりにぎわいのある中心市街地の形成をめざします。

和歌山市立地適正化計画【中心拠点】

中心拠点では、本市ならびに広域圏の中心的な機能を担う地区として、商業・業務、医療、子育て支援、
地域文化等の都市機能のさらなる集積による魅力の向上を図り、商業の活性化やまちなか居住を促進し、
交流人口の拡大による賑わいのある拠点の創出を進めます。
交流や賑わいを創出するとともに、若者が学び、働くことができる場所を取り戻すための、より広域か

らの集客力を持ち、魅力のある都市機能の誘導・整備を目指します。

和歌山市都市計画マスタープラン及び和歌山市立地適正化計画における対象地の位置づけにつ
いて、下記に示します。
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２．地区の現状

和歌山市
Wakayama City対象地区の位置

対象地区
和歌山市駅前南地区
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２．地区の現状

和歌山市
Wakayama City対象地区の現状

南海和歌山市駅に目の前と
いう交通利便性の高い地区で
ありながら、商業・業務施設と
一般住宅が入り組んだ地区で
あり、建物の更新も停滞し、地
区の活力が失われつつある。

都市機能の集積及びまちな
か居住の推進のため、住宅・
商業・業務・駐車場の複合施
設を整備するとともに、土地の
合理的かつ健全な高度利用と
都市機能の更新を図る。
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３．市街地再開発事業について

和歌山市
Wakayama City市街地再開発事業とは
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３．市街地再開発事業について

和歌山市
Wakayama City市街地再開発事業の流れ

再
開
発
の
機
運

基
本
計
画
の
作
成
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計
画
決
定

事
業
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書
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成

事
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書
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･･･事業者（地権者）

･･･和歌山市
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４．本市における再開発事業の事例について

和歌山市
Wakayama City①和歌山市駅前地区

和歌山市駅前地区
第一種市街地再開発事業施行区域
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４．本市における再開発事業の事例について

和歌山市
Wakayama City従前の状況
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４．本市における再開発事業の事例について

和歌山市
Wakayama City完成写真

公益施設棟

ホテル棟

商業棟

※オフィス棟

駐車場棟

※オフィス棟、駅舎については市街地再開発事業外

公益施設棟

駅舎
駅舎

ホテル棟オフィス

駐車場棟 商業棟

改札

コン
コース

コリドール
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４．本市における再開発事業の事例について

和歌山市
Wakayama City事業の経過

平成２６年 ６月 南海電鉄、和歌山県、和歌山市で市駅周辺活性化
調整会議を設置

平成２７年 ５月 南海和歌山市駅活性化基本構想共同記者会見
平成２８年 ３月 都市計画決定

９月 事業計画認可
平成２９年 ３月 権利変換計画認可

１０月 施設建築物着工
令和 ２年 ３月 施設建築物完了

完了公告
６月 供用開始
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４．本市における再開発事業の事例について

和歌山市
Wakayama City②友田町四丁目地区

友田町四丁地区
第一種市街地再開発事業施行区域

JR和歌山駅



20

４．本市における再開発事業の事例について

和歌山市
Wakayama City従前の状況
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４．本市における再開発事業の事例について

和歌山市
Wakayama City完成写真
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４．本市における再開発事業の事例について

和歌山市
Wakayama City事業の経過

平成２４年 ５月 地権者勉強会開始
平成２７年 ４月 四丁目再開発(株)設立
平成２８年 ３月 都市計画決定

１０月 事業計画認可
平成２９年 ３月 権利変換計画認可
平成３０年 ２月 施設建築物着工
令和 ２年 ２月 施設建築物完了

完了公告

事業経過
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５．和歌山市駅前南地区における都市計画（素案）について

和歌山市
Wakayama City和歌山都市計画総括図

24

和歌山都市計画高度利用地区 計画図

和歌山都市計画
高度利用地区

（美園町三丁目地区）

和歌山都市計画
高度利用地区

（友田町四丁目地区）

和歌山都市計画
高度利用地区

（和歌山市駅前地区）

和歌山都市計画
高度利用地区
（北汀丁地区）

和歌山都市計画
高度利用地区

（和歌山市駅前南地区）
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５．和歌山市駅前南地区における都市計画（素案）について

和歌山市
Wakayama City計画図

25

凡
例

表示の内容 表示

施行区域界縮尺：1/2500

壁面の位置の制限
道路に面した官民境界より2.0ｍ以上
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５．和歌山市駅前南地区における都市計画（素案）について

和歌山市
Wakayama City和歌山都市計画高度利用地区の変更

地区 面積 容積率の
最高限度

容積率の
最低限度

建ぺい率の
最高限度

建築面積の
最低限度

壁面の位置の制限

既決定

美園町三丁目 約0.6ha 60/10以下 20/10以上 8/10以下 200㎡以上
歩道がない道路に面した官民境界

より1.0ｍ以上

北汀丁 約0.3ha 50/10以下 15/10以上 8/10以下 150㎡以上 ―

友田町四丁目 約0.4ha 60/10以下 20/10以上 8/10以下 200㎡以上 ―

和歌山市駅前 約2.1ha 40/10以下 15/10以上 8/10以下 200㎡以上 ―

追加 和歌山市駅前南 約0.8ha 60/10以下 20/10以上 7/10以下 200㎡以上
道路に面した官民境界線より2.0

ｍ以上

（建ぺい率の最高限度）
・建築基準法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当する建築物にあっては1/10、同項第１号及び第2号に該当する建
築物にあっては2/10を加えた数字とする。

・建築基準法第53条第6項各号に該当する建築物はこの限りでない。
（制限の緩和）
・建築物の外壁等の後退により確保される空地は、歩道と一体として確保する。ただし、地盤面下の部分又は公衆の用に供
する歩行者デッキ・階段及び歩行者に支障のないひさし・歩廊の柱その他これらに類するものについてはこの限りでない。
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５．和歌山市駅前南地区における都市計画（素案）について

和歌山市
Wakayama City新旧対照表（和歌山市駅前南地区）

項目 変更前 変更後

面積 なし 約0.8ha

容積率の最高限度 400％以下 600％以下

容積率の最低限度 なし 200％以上

建ぺい率の最高限度 80％以下 70％以下

建築面積の最低限度 なし 200㎡以上

壁面の位置の制限 なし 官民境界線より2.0ｍ以上
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５．和歌山市駅前南地区における都市計画（素案）について

和歌山市
Wakayama City【理 由】（和歌山市駅前南地区）

•南海和歌山市駅前については、既成の再開発事業等により、一定の都
市機能の集積が図られているが、周辺街区においては建物の更新も停
滞し、地区の活力が失われつつある。

• そこで、敷地を共同化し、地区内の老朽化した建物の更新を行うことによ
り、市街地環境の整備・改善を促進することを目指す。

• ついては、第一種市街地再開発事業により本地区の整備を実施すること
で、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、高
度利用地区の変更をしようとするものである。
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５．和歌山市駅前南地区における都市計画（素案）について

和歌山市
Wakayama City和歌山都市計画総括図

和歌山都市計画第一種市街地再開発事業 総括図

和歌山都市計画
第一種市街地再開発事業
（けやき大通り地区）

【既決定】

和歌山都市計画
第一種市街地再開発事業
（友田町４丁目地区）

【既決定】

和歌山都市計画
第一種市街地再開発事業
（和歌山市駅前地区）

【既決定】

和歌山都市計画
第一種市街地再開発事業
（北汀丁地区）
【既決定】

和歌山都市計画
第一種市街地再開発事業
（和歌山市駅前南地区）

【追加】
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５．和歌山市駅前南地区における都市計画（素案）について

和歌山市
Wakayama City計画図

追加

凡
例

表示の内容 表示

都市計画
決定区域縮尺：1/2500
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５．和歌山市駅前南地区における都市計画（素案）について

和歌山市
Wakayama City和歌山都市計画第一種市街地再開発事業の変更（和歌山市決定）

名 称 和歌山市駅前南地区第一種市街地再開発事業

面 積 約0.8ha

公
共
施
設
の
配
置
及
び
規
模

道 路

種 別 名 称 幅 員 延 長 面 積 備 考

幹線街路

新和歌浦中之島
紀三井寺線

27ｍ
(13.5ｍ)

約139ｍ
都市計画道路
幅員の(  )内は
区域内を示す

和歌山市駅前線
30ｍ
（15ｍ）

約85ｍ

区画街路 城北４３号線
10.7ｍ
（5.35ｍ）

約147ｍ 幅員の(  )内は
区域内を示す
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５．和歌山市駅前南地区における都市計画（素案）について

和歌山市
Wakayama City和歌山都市計画第一種市街地再開発事業の変更（和歌山市決定）

建
築
物
の
整
備

街 区
番 号

建 築 物 敷地面積に対する

主要用途

備 考

建 築 面 積

延 べ 面 積
( )内は容積率
算定に用いる
数値

建築面積
の 割 合

延べ面積
の 割 合

高 度 利 用 地 区 の 制 限 内 容

容積率の
最高限度

容積率の
最低限度

建ぺい率の
最 高 限 度

建築面積の
最 低 限 度

壁面の位
置の制限

１ 約2,200㎡
約26,000㎡
（約21,300㎡）

約6/10 約60/10
住 宅
商業施設
業務施設

60/10 20/10 7/10 200㎡

道路に面し
た官民境界
線より2.0m
以上

建
築
敷
地
の
整
備

街 区
番 号

建 築 敷 地 面 積 整 備 計 画

１ 約3,600㎡
商業、業務、住宅等からなる多様な都市機能が集積する拠点として整備することにより、
まちなか居住及び土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る。また、
壁面の位置の制限を行い、歩行者の安全性・快適性の向上と市街地環境の向上を図る。
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５．和歌山市駅前南地区における都市計画（素案）について

和歌山市
Wakayama City【理 由】（和歌山市駅前南地区）

• 本地区は、和歌山市の玄関口である南海和歌山市駅に近接し、交通の利便性に優れ
た立地である。また、商業・業務等の都市機能が一定集積しているものの、商業・業
務施設と一般住宅が入り組んだ地区であり、建物の更新も停滞し、地区の活力が失
われつつある。

• 本地区の整備においては、商業、業務、住宅等からなる多様な都市機能が集積する
拠点として一体的に再整備することにより、良好な市街地環境の創造、都市の安全性
の確保、まちなか居住の促進及び商業業務機能の再編成による土地の合理的かつ
健全な高度利用と都市機能の更新を図る。

• また、駅前のゲートウェイにふさわしいシンボル性、デザインをそなえ、好立地を生か
した付加価値の高い施設を整備するとともに、周辺への波及効果をもたらし、回遊性
を向上させるウォーカブルなまちづくりに取り組んでいく。

• そのため、和歌山市駅前南地区第一種市街地再開発事業を都市計画決定するもの
である。
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６．都市計画決定のスケジュールについて

和歌山市
Wakayama City都市計画の今後の予定

事 項 時 期 備 考

説明会

計画案の縦覧

和歌山市都市計画審議会

和歌山県知事協議

変更告示

令和8年2月19日

令和8年4月下旬から

令和8年5月上旬まで(2週間)（予定）

令和8年5月下旬（予定）

令和8年6月上旬（予定）

令和8年6月下旬（予定）
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